
一体型の行動計画モデル例

※くるみん認定申請の意向がある場合は、別途ご相談ください。
　



１． 女性の応募者が少ない会社（採用拡大）　　　　　　　　　　　　　　　　
２． 女性の配置に偏りがある会社（職域拡大）
３． 管理職の女性割合が少ない会社（管理職登用）
４． 正社員や基幹的職種に女性が少ない会社　

５． 働き方改革に取り組む会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６． 育児をしている社員が多い会社
７． 男女とも育児休業が進んでいない会社
８． 両立支援の充実を目指す会社
９． 多様な働き方を支援する会社

10.  次世代育成支援対策を強化したい会社


区分① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供（p5~6）

区分② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備（p7~8）

目標の例 (p5～9)

区分③ その他の次世代育成支援
対策（p9）


　　＊一体型の行動計画には「女性活躍推進法」及び「次世代育成支援対策推進法」に該当する
区分から目標を設定する必要があります。

· 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主の場合
区分①又は②より、数値目標が1つ以上必要です。

· 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の場合
区分①及び②からそれぞれ1項目以上、数値目標が計２つ以上必要です。




行動計画の策定方法 (※p2表1を参照)

雇用管理の効率化
企業内の女性の活躍や子育て支援についての課題分析が一度で済み、同一の期間内で行動計画の策定、実施、見直しが行えます。
事務の簡素化
　労働局への届出、行動計画の労働者への周知・外部への公表等の手続きが一度で済みます。
優秀な人材の確保
　次代の育成支援と女性の活躍推進の一体的な取り組みにより、より効果的な雇用環境の整備が可能
になります。








女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の行動計画は一体型で策定しましょう！

数値目標についての注意事項
※1～7は数値目標の例、8～10は数値なしの目標の例
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	女性活躍推進法
	次世代育成支援対策推進法

	労働者数
	301人以上義務
	101人～300人
	101人以上義務

	


目標




	　　
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備（多様な労働条件の整備を含む）





①及び②からそれぞれ
１つ以上、数値目標
	① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

表１　目標に関する区分





①又は②から１つ以上、
数値目標
	

③ その他の次世代育成支援対策




②又は③から１つ以上
（但し、認定を受ける場合には
②が必要）


※区分①、②についての詳細はパンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！」ｐ9を、区分③については一体型策定・変更届（様式第２号)の第三面をご参照ください。
※目標は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の関係表にて自社の課題を把握し、自社の状況に応じて設定しましょう。

　※情報公表はインターネット上（女性活躍推進企業データベース等）にて行い、
　　毎年更新する必要があります。情報公表の項目については下記表2をご確認ください。

　　
· 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主の場合
①及び②に加え、③又は④から1項目以上選択し、計３項目以上を公表してください。

· 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の場合
①及び②に加え、③及び④からそれぞれ1項目以上の計4項目以上を公表してください。
　　　

　

女性の活躍に関する情報公表について 









表２　情報公表に関する区分

[image: ]※(区)と表示のある項目は「雇用管理区分」ごとに公表を行うことが必要です。
※(派)と表示のある項目は、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
※「男女の賃金の差異」については、「全労働者」、「正規雇用労働者」、パート・有期社員の「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要です。
※目標設定の詳細については行動計画の策定方法、策定様式、策定例をご確認ください。

➤  行動計画の策定方法（ｐ２）

➤　策定様式（ｐ３～４）
・労働者数101人以上300人以下事業主の場合　　　　　　　　　　　　　　 　
・労働者数301人以上事業主の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

➤　策定例（ｐ５～７）
・モデル計画A.女性の応募者が少なく、所定外労働が多い会社　　　　　　　　 
・モデル計画B.管理職の女性割合が少なく、育児をしている社員が多い会社     
・モデル計画C.働き方改革、両立支援制度の拡充を目指す会社（労働者数300人以下の事業主の場合）

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく労働者数101人以上300人以下の事業主の場合

　　株式会社〇〇　　行動計画

　　　　　　　　　　　　　、次のように行動計画を策定する。
例１．女性の採用を増やし、男女問わずワークライフバランスのとれた働き方ができる職場環境を実現するため　
例２．女性の管理職を増やし、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため
例３．両立支援制度を充実させ、誰もが個々の能力を十分に発揮できる雇用環境の整備
を行うため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等












１．計画期間　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日まで
2年～５年が望ましい

２．内容数値目標が１つ以上必要です


目標１：




＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　





「育児休業等の取得状況」及び「労働時間の状況」に係る数値目標設定は必須項目です。







　目標2： 
＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　









　
　　目標３：
＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　











掲載日　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
情報公表については、「女性の活躍推進データベース」で公表することが最も適切です。
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/index.html


次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく労働者数301人以上の事業主の場合

　　株式会社〇〇　　行動計画

　　　　　　　　　　　　　、次のように行動計画を策定する。
例１．女性の採用を増やし、男女問わずワークライフバランスのとれた働き方ができる職場環境を実現するため　
例２．女性の管理職を増やし、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため
例３．両立支援制度を充実させ、誰もが個々の能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等










１．計画期間　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日まで
2年～５年が望ましい
数値目標が２つ以上必要です


２．内容
目標１：




＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　

区分①から１つ以上、数値目標が必要です（p5～6参照）





　目標2： 
＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　

区分②から１つ以上、数値目標が必要です（ｐ7～8参照）
「育児休業等の取得状況」及び「労働時間の状況」に係る数値目標設定は必須項目です。






　　目標３：

＜取組内容＞
　令和　　年　　月～　　
　令和　　年　　月～　

女性の活躍推進データベースで公表する場合は、別途HP内
に情報公表欄があるので、行動計画への記載は不要です








掲載日　　年　　月　　日　

情報公表については、「女性の活躍推進データベース」で公表することが最も適切です。
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/index.html



区分①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」


１．女性の応募者が少ない会社（採用拡大）女性活躍推進法関係係

	目標
	取組内容

	
・〇〇職の採用者に占める女性比率を●％以上にする。


・〇〇職の採用における女性の競争倍率（応募者数/採用者数）を●％まで引き下げる。



	
・〇〇職の女子学生向けパンフレット等を作成する。

・ホームページ等で、社内で活躍する女性や女性に対する支援制度の紹介をする。

・女子学生を対象とするセミナーを実施する。

・男女公正な採用選考を行うためのガイドラインなどのマニュアルの作成や研修制度を導入する。

・女子学生を対象とした職場見学会を、期間中●回以上開催する。




２．女性の配置に偏りがある会社（職域拡大）
	目標
	取組内容

	
・女性の少ない○○職の女性の比率を●％まで引き上げる。

・これまで配置のなかった〇〇職に、新たに女性社員を●人以上配置する。

	
・女性が使いやすい設備・機器等を導入する。


・配置予定者を対象に、業務に必要なスキルを身に着けるための研修を実施する。
・新たに配置した女性を支援するために定期面談を実施する。




３．管理職の女性割合が少ない会社（管理職登用）
	目標
	取組内容

	
・（課長級/次長級/部長級）に占める女性比率を●％以上にする。



・（課長級/次長級/部長級）の女性を現員の△人から●人に増加させる。 








	
・女性にとって不利な昇進基準になっていないか、人事評価基準について見直しを図る。



・女子社員を対象に、管理職育成を目的とした
キャリア研修を実施する。

・社内外の女性役員や女性管理職と定期的にコミュニケーションをとり、仕事上の悩み等を話し合う交流会を開催する。

・管理職を目指す女性社員を対象としたキャリア形成や動機付けのためのセミナーを実施する。





４．正社員や基幹的職種に女性が少ない会社
	目標
	取組内容

	
・正社員における女性比率を●％以上にする。




・非正規社員のキャリアアップに向けた研修（の受講率を男女ともに●％以上とする/を期間中●回以上実施する）。

・〇〇職から△△職へのコース転換者を●人以上増加させる。



	
・非正規社員に対する個別面談等を行い、正社員への転換試験等の受験を勧奨する。

・非正規社員と正社員の人事評価基準の共通化を
図る。

・研修の受講者を増やすため、研修参加チラシを作成し、非正規社員全員に配布する。

・〇〇職から△△職へのコース転換制度を導入する。
・△△職へのコース転換を目指す社員を対象とし
たセミナーを実施する。











区分②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」


５．働き方改革に取り組む会社
	目標
	取組内容

	
・労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を●日以上とする。



・労働者の月平均残業時間を●時間以上削減させる。


・フレックスタイム制の利用率を●％アップさせる。

	
・年次有給休暇の計画的付与制度を導入し、就
業規則を改訂する。
・年次有給休暇の取得促進のためのチラシを作成し、掲示等により周知する。

・ノー残業デーを設定し、全社員へ周知する。
・全社員の所定外労働時間を適切に把握し、所定外労働の多い社員に個別に働きかけを行う。

・現状の利用率を把握し、会議等で課題分析、指示等を行う。
・制度利用促進のための周知を行い、対象社員には個別に働きかけを行う。



６．育児をしている社員が多い会社
	目標
	取組内容

	
・男性の育児休業及び子の看護休暇の取得者を●人以上とする。

・男女ともに育児休業取得率を●％アップさせる。

・子供の出生時における配偶者出産休暇や育児休業の取得者を●人以上とする。

	
・制度を拡充（子の看護休暇における子の対象年
齢拡大や取得日数、特別休暇として年間〇日は有
給とする等）する。
・育児休業及び子の看護休暇取得促進のためのパ
ンフレット等を作成し、掲示等により周知する。

・配偶者出産休暇制度を導入する。
・制度に関するチラシ等を作成し、配布等により周知する。



７．男女とも育児休業が進んでいない会社
	目標
	取組内容

	・産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知のための研修会を年に●回以上行う。（※）
	・制度に関する要点をまとめたパンフレット等を作成し、研修会を実施する。



８．両立支援制度の充実を目指す会社
	目標
	取組内容

	
・育児休業及び子の看護休暇の取得促進を図る。
（※）

・育児短時間勤務制度または所定外労働の制限の対象者を小学校就学前までの子を持つ社員に拡大し、制度の利用向上を図る。



・妊娠中や産休・育休復帰後の社員のための相談窓口を設置する。（※）

・配偶者出産休暇制度を導入する。

	
・制度に関する要点をまとめたパンフレット等を作成し、掲示等により周知する。

・育児・介護休業規程を改訂し、制度の対象を拡大する。
・チラシ等を作成し、全社員に周知する。
・対象社員には個別に資料を配布する等により取得促進の働きかけを行う。

・相談窓口を設置し、チラシの掲示等により周知する。

・制度を導入し、文書の配布等により周知する。




９．多様な働き方を支援する会社
	目標
	取組内容

	
・不妊治療を受けやすい環境整備のために、休暇制度や時差出勤、フレックスタイム制度等の導入を行う。

・在宅勤務（テレワーク）、モバイルワーク、ウェブ会議等を導入する。



	
・制度を導入し、チラシの掲示等により周知する。



・会議等で制度導入について検討し、対象社員や対象業務を選定する。
・制度導入について電子メール等により周知する。










区分③「その他の次世代育成支援対策」


10．次世代育成支援対策を強化したい会社
	目標
	
	取組内容

	
・子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることが出来る「子どもの参観日」を実施する。





・若年者に対するインターンシップ等の就業機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇い入れを推進する。

	
	
・会議等にて「子どもの参観日」の実施内容を決定する。
・「子どもの参観日」についてチラシ等を作成し、配布等により労働者へ周知する。
・参加者にはアンケートを実施し、実施内容について見直しを図る。

・インターンシップの受け入れを期間中●回以上実施する。


常時雇用する労働者が101人以上の企業は、令和7年4月1日より、労働者の「育児休業等の取得状況」及び「労働時間の状況」を把握し、分析した上で、その結果を勘案し、数値目標を設定する必要があります！　　（100人以下は努力義務）

目標設定の際には、関係法令で定めている最低基準を上回る目標を立てましょう！
（（※）の付いている目標については、特に注意が必要です！）
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